
　　　　　　　　

平成１９年５月
地域密着型金融推進計画の進捗状況（詳細版） 士別信用金庫

１．大項目毎の進捗状況（Ｈ１７年４月～Ｈ１９年３月）
（１）事業再生・中小企業金融の円滑化
　　　・創業・新事業支援機能、企業実態把握力と支援スキルの強化へ向けて、各種モニタリング手法の定着化・有効活用と見直しに継続して取組みしております。また、各種研修への参加、諸会議、自主参加セミナーの開催、自己研鑽の推進など人材育成・スキル
　　　　向上に積極的に取組みしております。１９年２～３月に自主参加「課題解決型金融スキルアップセミナー」を４回開催（土曜日午前中を活用）、若手職員３５名が参加、ローンレビュー・企業実態把握など、融資判断・支援スキルの向上に取組みました。
　　　・創業・新事業融資に対する取組み実績について四半期毎に集約し、営業店へのフィードバックを実施、意識強化に努めております。この結果、創業・新事業に対する融資実績（１７年４月～１９年３月）は、３５件 ５８８百万円を確保しております。
　　　・各種無担保ローンの活用など、地元事業先へ積極的な資金提供に努めております。１８年度下期においては、保証協会保証付「無担保小口カードローン・ポプラ」の積極推進を行い、２０５件 ７１６百万円（極度額）を獲得しました。
　　　・経営改善支援先は５１先を選定し、財務改善を中心とした助言等に継続して取組みしております。「金融改革プログラム推進委員会」と「支援チーム」による定期的なヒアリングにより、実効性向上に努めております。
（２）経営力の強化
　　　・リスク管理規程・マニュアル等に基づく推進・管理を行い、四半期毎及び年次にてリスク管理に係る課題等を取りまとめ、管理態勢の向上に取組みしております。また、法令等の制定・改正に基づきコンプライアンスマニュアル、行動綱領等を改正、コンプライア
　　　  ンスプログラムとともに、諸会議・集合研修・臨店指導などにより、不祥事件等の発生防止態勢の周知・強化に取組みしております。また、コンプライアンス委員会を中心に各法令等に対するチェック態勢を強化、より実効性のある態勢構築に努めております。
　　　・引き続き厳正な自己査定と適切な償却・引当及び信用リスク管理の強化に努めた結果、１９年３月末の不良債権比率（金融再生法ベース）は、２．９６％程度と当初目標（３％以内）を達成しました。また、貸出金増強、預り資産の増強など収益力の強化及び
　　　　リスク管理態勢の強化に努めた結果、１９年３月末の自己資本比率（バーゼルⅡによる新基準）は、１６．０５％程度と、当初目標（１４％以上）を達成しました。以上、引き続き高い健全性を維持しております。
　　　・地元事業先への積極的な資金提供と収益力の向上策として、１９年３月末の事業性貸出残高目標を２０，０００百万円とし、小口・中口の多数獲得に積極的に取組みましたが、倒産・廃業・財務改善等による落込みが予想以上に大きく、実績は１９，４８１百万
　　　　円と５１８百万円の未達となりました。しかしながら、地域経済の低迷など厳しい情勢下にあって、全店をあげた推進を行い、最大限に努力した結果と考えております。
（３）地域の利用者の利便性向上
　　　・法令ディスクロージャー誌、半期ディスクロージャー誌及びホームページにより地域貢献等に関する情報開示を実施、継続して内容充実に努めております。
　　　・「当金庫に対するアンケート調査（事業者向け、個人向け）」を定期的に実施、調査結果の集約・分析を行い営業店へフィードバックし指導・改善に取組みしております。また、調査結果について分析・検討を行い、顧客満足度（ＣＳ）向上キャンペーンの実施など
　　　　経営改善に活用しております。経営改善の取組み状況等はホームページで公表を行っております。
　　　・地元商工会議所・商工会等と定期的に情報交換会を実施、創業・新事業、設備投資情報など資金ニーズ収集と積極的な資金相談に取組んでおります。この結果、地元一市二町の制度融資実績（１７～１８年度）は、１１２件 ４１７百万円と一定の成果をあげる
　　　　ことができました。

２．大項目毎における今後の課題等
（１）事業再生・中小企業金融の円滑化
　　　・各種無担保ローン等の活用、商工会議所・商工会等との情報交換の実施など、地元事業者に対し積極的な資金提供に努めており、小口・中口の多数獲得として、十分な成果が上がったと考えております。しかしながら、地域経済がより一層低迷を強めており、
　　　　経営改善支援の効果が現れてこない状況であり、今後も円滑な資金提供と併せて、ランクダウン防止など一層の支援強化に取組みしていく考えであります。また、支援スキル向上として、ローンレビュー、企業実態把握に係る各種手法の定着化・有効活用と、
　　　　自己研鑽の推進、自主セミナーの実施など人材の強化が今後も必要と考えており、鋭意取組みして参ります。
　　　・全信協「ふれ愛ネット」、当金庫「ホームページ」への地元特産品情報掲載について、順次追加に努めて参ります。また、より効果の上がる取組みを検討して行きます。
　　　・法令等の改正について、今後も取引先に対し情報冊子の活用など、タイムリーな情報提供に積極的に取組みして参ります。また、クローバー会「経営セミナー」の継続実施を検討して行きます。
（２）経営力の強化
　　　・バーゼルⅡで求められる統合的なリスク管理態勢の構築と改訂金融検査マニュアルへの適切な対応に向けて、現行の管理手法の継続実施と必要に応じて改善を加えるなど、より一層の精緻化・高度化に取組み致します。また、リスク管理の実効性向上とし
　　　　て、内部監査態勢の強化に取組みして参ります。
　　　・引き続き、役員、コンプライアンス委員会、担当部署によるコンプライアンス態勢、相互牽制態勢の強化に努め、不祥事件等未然防止に取組みして参ります。
　　　・今後も、事業性貸出金の増強、事業性・家計取引の開拓・メイン化推進など本業による収益力の維持・向上を最重要課題と位置付けし、鋭意取組みして参ります。
（３）地域の利用者の利便性向上
　　　・アンケート調査は定期的に実施、利用者の意見・要望等を吸収し、経営改善に活用するなど利用者の満足度向上に鋭意取組みして参ります。また、ホームページによる積極的な開示により、より一層地元の支援がいただけるよう努めて参ります。
　　　・引き続きディスクロージャー誌等により積極的な情報開示と内容の充実に取組みして参ります。また、バーゼルⅡ（第３の柱）対応について、適切な情報開示に努めます。
　　　・地元商工会議所・商工会並びに地方公共団体との創業・新事業及び資金動向等の情報交換、地域再生事業等に係る情報収集など連携強化に努めて参ります。

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況
具体的な取組み 進捗状況 進捗状況に対する分析・評価

１７年度 １８年度 （１７年４月～１９年３月）       及び今後の課題
１．事業再生・中小企業金融の円滑化

（１）創業・新事業支援機能等の強化

①融資審査態勢の強化等 ・窓口審査態勢について、事前・事後のモニタリング
手法、定量分析・定性情報報告書、経営改善計画、
ＣＦ計算書等の定着化と有効活用及び必要に応じ、
各手法の見直しを行うなど充実強化に取組む。
・目利き能力等の養成へ向けて引き続き外部研修へ
の積極的参加、自己研鑽の推進、自主勉強会等に
取組む。
・地元商工会議所・商工会との情報交換会を実施す
る。
・創業・新事業先に対する融資取組み実績を把握、
営業店へフィードバックし意識強化に取組む。

・諸会議、セミナ－の開催及び融資部による
日常指導を通じ、各手法の定着化を図る。
・研修計画に基づく外部研修への参加、伝達
講習の活用。
・東信協「情報玉手箱」の配布と、レポ－ト提
出による自己研鑽の推進。
・自主セミナ－の開催。
・商工会議所等との情報交換会の実施（２ヵ月
毎）。
・創業・新事業に対する融資取組み実績把握
と営業店へのフィードバック（四半期毎）。

・左記取組みを継続実施。 ・窓口審査態勢の強化を目的として、現在までに策定、見直した
各種企業実態把握手法について融資会議（年３回実施）、庫内
セミナー（年４回実施）、臨店指導（年２回実施）、日常業務を通じ
て活用の定着化に向け取組みしている。
・創業・新事業を含めた事業先の支援策として、信用保証協会と
の提携による「アタック３０」、「ビジネス活性化ローン」、「新生
ほっかいどう資金」、「カードローン・ポプラ」の積極的推進及び士
別市及び旭川市商工会議所との提携による「商工会議所メン
バーズ融資」など、新商品の創設に取組んだ。
・地元一市二町の商工会議所・商工会との２ヵ月毎の情報交換
を継続して実施。
・目利き能力等の養成に向け、引き続き外部研修に派遣、また、
東信協「情報玉手箱」の配布とレポート提出による自己研鑽の推
進や、自主勉強会の開催などレベルアップに継続的に取組みし
ている。
・創業や新事業融資取組み実績について営業店に対し四半期
毎にフィードバックを実施、また「地域金融機関における取組み
ホットライン」に寄せられた意見等について営業店長会議にて周
知するなど、意識強化に取組みした。

・ローンレビュー、企業実態把握に関する各種
手法の定着化と有効活用について引き続き
推進していく。
・支援スキルの向上としての自己研鑽の推
進、自主セミナーの開催など人材の強化が今
後も必要と考えており、引き続き取組みしてい
く。

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み 進捗状況 進捗状況に対する分析・評価

１７年度 １８年度 （１７年４月～１９年３月）       及び今後の課題

項　　　　　目 スケジュール

②政府系金融機関との連携強化 ・国民生活金融公庫、中小企業金融公庫との情報
交換会の実施。
・営業店長会議等諸会議を通しての情報伝達により
活用態勢を構築する。
・日本政策投資銀行主催の勉強会へ参加、ベンチャ
－企業への融資手法等の情報収集・研究に取組
む。
・融資部が営業店からの案件について政府系金融
機関との窓口となり、活用についてのサポート態勢
を整備する。

・左記取組みを継続実施。 ・左記取組みを継続実施。 ・国民生活金融公庫、中小企業金融公庫と業務連携を行ってお
り、同公庫の活用など政府系金融機関との協調融資等連携につ
いて、諸会議、庫内セミナー等を活用し継続した周知を図ってい
る。
・また、政府系金融機関等が主催する情報交換会・勉強会に参
加し、活用に向けた情報収集に取組んでいる。

・政府系金融機関との連携について、引き続
き情報交換会等へ参加、情報収集・ノウハウ
の蓄積を図っていく。また、諸会議・日常業務
を通して営業店に対し周知を図るなど、活用
に取組みしていく。

③産学官等に関する情報・ノウハウの蓄積と活用検討 ・産業クラスタ－サポ－ト金融会議に参加し、情報収
集に取組む。
・北海道中小企業総合支援センタ－による勉強会の
実施。
・北海道しんきん企業支援研究会例会等に参加、北
海道中小企業総合支援センタ－の取組み事例等の
情報収集に取組む。
・各会議にて収集した情報は、営業店長会議等諸会
議を通して伝達、活用に向けて周知を図る。

・左記取組みを継続実施。 ・左記取組みを継続実施。 ・北海道経済産業局、北海道地区クラスターサポート金融会議、
北海道地区しんきん企業支援研究会、政府系金融機関等の説
明会や勉強会に参加、産学官・金融機関連携、中小企業総合支
援センター制度や具体的取組み事例等について情報収集を行っ
ている。
・北海道経済産業局の金融機関向け「企業ニーズ集約・対応機
能強化の取組み」マニュアル、中小企業施策利用ガイドブック、
各種リーフレット等を融資窓口に備え置きし、職員への周知、利
用者へのＰＲに継続して取組みしている。
・北海道経済産業局とのヒアリングを実施、各種支援制度の情
報収集、地域動向など情報・意見交換を行った。
・営業店長会議等において上記情報等の周知を図っている。

・産業クラスターサポート金融会議、北海道経
済産業局が主催する諸会議に参加し、情報・
ノウハウの蓄積に継続して取組みしていく。
・北海道経済産業局の「企業ニーズ集約・対
応機能強化の取組み」「地域資源活用プログ
ラム」等について、継続した周知活動により活
用を図っていく。

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能強化

①経営情報、ビジネス・マッチング情報等提供機能の強化 ・経営情報誌等中小企業支援に関する冊子の提
供、地域企業景気動向調査の実施・景況レポ－トの
提供及び「経営セミナ－」等講演会の開催など地元
企業先に対し経営情報提供に取組む。
・全信協「ふれ愛ネット」、当金庫ＨＰへの取引先特
産品情報の掲載、北信協商談会への参加などビジ
ネス・マッチングへの取組み強化を図る。
・営業店におけるビジネス・マッチング個別案件取組
み実績を調査集計し、フィ－ドバックにより意識強化
を図る。

・経営情報誌（年４回）、中小企業支援に関す
る冊子の提供。
・地域企業景気動向調査の実施と景況レポ－
トの提供（７月・１月）。
・クロ－バ－会「経営セミナ－」等の開催。
・ふれ愛ネット・ＨＰへの特産品情報の掲載
（順次追加）。
・北信協「いいものフェア」参加。

・左記取組みを継続実施。 ・経営情報誌（年４回）、中小企業支援に関する冊子（中小企業
庁編等）、各種情報誌の提供実施。
・地域企業景気動向調査実施と景況レポートの提供（年２回、７
月・１月）。
・全信協「ふれ愛ネット」、当金庫「ホームページ」への取引先特
産品情報掲載の順次追加（１７年度４品、１８年度４品追加し合
計２８品へ）。
・北信協「いいものフェア」へ当金庫から１事業先を出展（１７年１
０月）。
・ビジネス・マッチング個別案件取組み実績を四半期毎に調査集
計し、全店宛フィードバックを行い、意識強化を図っている。
・・・１７年度　取組み件数　５４件（うち成約　２４件）
・・・１８年度　取組み件数　４０件（うち成約　２１件）
・クローバー会「経営セミナー」の開催による情報提供の継続実
施。
・・・１８年３月「中小企業の新分野進出について」
・・・１９年２月「中小企業経営への示唆」
・課題解決型金融推進に係る個別対応事例を集約し、全店宛
フィードバックを実施、意識強化・情報提供に取組みした。

・左記取組みを継続実施し、各種情報等提供
機能の強化に取組みしていく。
・全信協「ふれ愛ネット」、当金庫「ホームペー
ジ」への地元特産品情報掲載について、順次
追加に努めていく。また、より効果の上がる取
組みを検討していく。
・法令等の改正など、今後も取引先に対し情
報冊子の活用など、タイムリーな情報提供に
積極的に取組みしていく。また、冊子等の提
供とともに、職員の一層の知識向上を図って
いく。

②中小企業支援スキル向上を目的とした取組みの強化 ・融資担当役席者会議及び融資部による日常指導
により、各種モニタリング手法等の定着化を図る。ま
た必要に応じ各手法の見直しを行い有効活用を図
る。
・全信協等業界の主催する外部研修への参加、伝
達講習の活用、自主勉強会の実施によりスキル向
上に取組む。
・共同事務センタ－「信用リスク管理の高度化」の財
務分析、経営相談機能の有効活用を検討、支援機
能強化に取組む。

・左記取組みを継続実施。 ・左記取組みを継続実施。 ・企業実態把握とスキル向上を目的として大口融資先モニタリン
グを継続して実施。
・融資担当役席者会議の活用、自主参加セミナーの開催、情報
玉手箱配布とレポート提出による自己研鑽の推進、外部研修へ
の派遣などにより、支援スキルの向上に積極的に取組みしてい
る。
・共同事務センター「信用リスク管理の高度化」システムの有効
活用に順次取組みしている。

・企業の実態把握力、支援スキルについて、
さらなる向上が必要と考えており、今後も現状
の取組みと、共同システムの活用など一層の
充実・強化に取組みしていく。

③要注意先債権等の健全化等に向けた取組みの強化 ・選定基準に基づき要注意先以下等から経営改善
支援先を選定、「金融改革プログラム推進委員会」
「支援チ－ム」により支援策等を検討し、改善支援に
取組む。１７～１８年度は５０先以上を目標とする。
・定期的に進捗ヒアリングを開催し、企業実態把握
により財務指導を中心とした支援等に取組む。
・健全化等に向けた取組み実績は、ディスクロ－ジャ
－誌、ＨＰにて公表する。

・Ｈ１７年度の経営改善支援先について５０先
以上を選定。
・「金融改革プログラム推進委員会」「支援チ
－ム」により改善支援に取組む。
・経営改善取組み先数やランクアップ実績等
についてディスクロ－ジャ－誌、ＨＰにて公
表。

・左記取組みを継続実施。 ・１７・１８年度は選定基準に基づき要注意先以下を中心に経営
改善支援先を５１先選定した。選定先は地区の特性から土木建
設関連業種を主体とし、財務改善を中心とした助言等により、主
にランクダウン防止に取組みしている。
・担当部署と支援チームとの定期的なヒアリングを実施、経営改
善支援先に対する支援方針に基づく進捗状況のチェックなど、継
続的に検討を行っている。

・経営改善支援に向けた取組みについて、地
域経済が低迷を強めており、改善効果が現れ
てこない状況。今後もランクダウン防止など一
層の支援強化が必要と考えている。財務指導
や支援スキルなど支援態勢の強化、職員
個々のレベル向上に、継続して取組みしてい
く。

（３）事業再生に向けた積極的取組み ・情報の蓄積・研究に取組みする。
’・プリパッケ－ジ型事業再生、私的整理ガイドライン
’・事業再生ファンド
’・ＤＥＳ、ＤＤＳ
’・中小企業を対象とした事業再生ファンド
’・中小企業再生型信託スキ－ム、ＲＣＣ信託機能等
’・中小企業再生支援協議会
’・ＤＩＰファイナンス、エグジットファイナンス
・再生支援実績・再生ノウハウについて対象があれ
ば情報開示に取組みする。

・左記取組みを継続実施。 ・左記取組みを継続実施。 ・北海道地区しんきん企業支援研究会など諸会議に参加し、他
金庫の取組み事例や地域型ファンドなど事業再生に関する情
報・ノウハウの蓄積に努めている。
・道内信金業界の企業育成ファンド「北海道しんきん地域活性投
資事業有限責任組合（しんきん地域活性ファンド）」の主旨に賛
同し、１８年８月に１０百万円の出資を行った。

・北海道地区しんきん企業支援研究会等諸会
議、企業再生支援に係る外部研修へ積極的
に参加し、情報収集・ノウハウの蓄積と有効
活用検討に継続して取組みしていく。
・「しんきん地域活性ファンド」について、活用
に向けた検討を行っていく。
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具体的な取組み 進捗状況 進捗状況に対する分析・評価

１７年度 １８年度 （１７年４月～１９年３月）       及び今後の課題

項　　　　　目 スケジュール

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

①担保・保証に過度に依存しない融資の推進 ・ローンレビュー（貸出後の業況把握）の徹底として
融資関連チェックリスト、定量分析・定性情報報告
書、経営改善計画書兼ＣＦ計算書について融資部に
よる臨店指導、諸会議、日常指導を強化し、一層の
定着化と有効活用を図る。
・スコアリングモデル（企業格付制度）を活用した無
担保融資制度を創設、積極的な活用推進に取組
む。
・共同事務センターシステムの有効活用により、貸
出審査業務の高度化に取組む。
・「民法の一部を改定する法律」（平成１６年法律第１
４７号）の施行を踏え既存の保証関連等書式の見直
しを行う。

・ローンレビューの徹底として臨店指導、諸会
議の開催、日常指導等による取組みを実施
し、各種手法の定着化と有効活用を図る。
・企業格付制度を活用した無担保融資制度
（士別しんきんビジネスサポート２００５）の創
設と推進。
・共同事務センターが提供する「信用リスク管
理の高度化」システムの有効活用により貸出
金利の適正化、ポートフォリオ管理の充実・強
化に取組む。
・民法の一部改正に伴い保証に関連する書
式の見直し。

・左記取組みを継続実施。 ・キャッシュフローを重視した融資推進に向けて、日常業務、諸
会議、セミナー、臨店指導等積極的に取組みを行っている。
・スコアリングモデル（企業格付制度）を活用した無担保融資制
度や保証協会との提携による融資制度の創設・積極推進に取組
みしている。
（主な事業用ローンの取組み状況　１７年４月～１９年３月）
・・・・ビジネス活性化ローン　　１２９件　　　８２７百万円
・・・・カードローンポプラ　　　　　　２０５件　　　７１６百万円（極度額）
・・・・アタック３０　　　　　　　　　１０２件　　　６９７百万円
・・・・新生ほっかいどう資金　　１０３件　　　６６５百万円

・・・・ビジネスサポート　　　　　　　９件　　　　２１百万円
・民法の一部改正に伴い保証約定書の改訂や制定を行い、諸会
議を通じ周知を図るなど積極的に取組みした。
・事業改善計画書兼キャッシュフロー計算書の改訂、決算予想表
兼キャッシュフロー計算書の新設により、ローンレビュー手法の
効率化に取組みした。

・担保・保証に過度に依存しない融資の推進
について、ほぼ計画通りの結果と考えてい
る。今後も、ローンレビューに係る各種手法の
定着化・有効活用と各種無担保ローンの積極
推進に取組みしていく。

・共同事務センターシステムの有効活用として、経営相談・財務
アドバイス機能を導入、今後も同システムの有効活用に取組み
していく。

②中小企業の資金調達手法の多様化等 ・情報・ノウハウの蓄積と研究に取組む。
’・知的財産権担保融資、動産・債権譲渡担保融資、
’・ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス等の
’・融資手法
’・地域ＣＬＯ、資産担保保証券等証券化等。

・左記取組みを継続実施。 ・左記取組みを継続実施。 ・中小企業の資金調達手法の多様化等に備え、政府系金融機
関が主催する勉強会や、業界の外部研修へ参加し、情報・ノウ
ハウの蓄積・研究に取組んでいる。また、必要に応じて営業店へ
の周知を行っている。

・中小企業の資金調達手法の多様化に向け
て、引き続き情報収集、ノウハウの蓄積・研究
に取組みしていく。また、活用できると思われ
る手法について諸会議等で営業店への周知・
指導を行っていく。

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 ・与信取引等に係る顧客への重要事項説明態勢整
備については、より実効性のある説明態勢確保のた
め、継続して融資部による臨店指導・諸会議・セミ
ナー等による指導強化を図る。また検査室による総
合検査を活用し、実態把握と改善に努める。
・相談苦情処理機能の強化については、引き続き
「相談受付簿」「当金庫に対するアンケート調査」の
定期的実施と分析結果による経営改善への活用、
営業店へのフィードバックにより苦情等の発生しない
態勢強化、苦情等に対する迅速な処理機能の強化
を図る。
・渉外・窓口等における顧客からの要望・意見、相
談・苦情等について、より詳細に情報が収集できる
機能を強化する。
・地域金融円滑化会議については、今後も積極的に
参加し、情報交換、情報収集に取組み態勢の強化
に活用していく。
・金庫全体で受けた苦情・相談等に対する改善策に

・融資部による臨店指導、諸会議、セミナー等
の開催による指導の実施。
・各営業店の融資案件謝絶・取り下げ管理簿
について、融資部で定期的に内容のチェック
を実施。
・検査室による総合検査を活用し、検証の実
施により実効性の確保を図る。
・「相談受付簿」の集約、分析を四半期毎に実
施。また、「当金庫に対するアンケート調査」を
定期的（７月・１月）に実施。
・内容の分析、検討を行い必要に応じ経営改
善に活用していく。
・分析、検討結果について営業店長会議、文
書等にて、指導し、改善に取組む。
・地域金融円滑化会議に参加、意見交換、情
報収集に努め苦情処理態勢の強化に活用し
ていく。

・左記取組みを継続実施。
・苦情・相談等に対する改善策のホ
－ムペ－ジによる公表権等（６月
末）。

・与信取引に関する顧客への説明態勢整備について、個人情報
保護法・民法改正の施行に伴い各書式を見直し、融資部による
諸会議・各種セミナー・臨店指導等にて継続した周知を図ってい
る。また監査部による総合監査に組み入れ、実効性ある態勢構
築に努めている。
・取引等の適切性確保（公正取引委員会）における優越的地位
濫用の防止について、諸会議・セミナー等を通して継続的な周知
に取組んでいる。
・「相談受付簿」「当金庫に対するアンケート調査」の定期的実施
と分析結果の経営改善への活用、営業店へのフィードバックによ
り苦情等の発生しない態勢構築に努めている。
・アンケート調査による利用者からの声に対する経営改善の取
組み状況についてホームページで公表を行った。
・融資案件謝絶・取り下げ管理簿について、毎月本部で内容を
チェックし、臨店指導に活用している。

・顧客への説明態勢の整備・相談苦情処理機
能強化について、順次対応を含め、諸会議、
セミナー、臨店指導を通じ周知を実施、計画
通りに取組みしている。
・引き続き顧客保護重視として、より実効性あ
る態勢構築へ向け、指導強化と内部監査強
化に努めていく。

（６）人材の育成 ・外部研修への積極的参加、テキスト配布・レポート
提出等による自己研鑽の推進、役職員による自主
勉強会の開催など引き続き人材の育成に取組む。
・ローンレビューの強化に係る各種手法の定着化・
活用について融資担当役席者会議等諸会議、臨店
指導等を通じて周知強化を図る。
・共同事務センター「信用リスク管理の高度化」にお
ける各種支援機能の有効活用に取組む。

・北信協等外部研修への参加。
・テキスト配布・レポート提出による自己研鑽
の推進。
・自主セミナーの開催。
・融資担当役席者会議等諸会議、臨店による
指導実施（融資部）。
・「信用リスク管理の高度化」有効活用の検
討・実施（下期）。

・左記取組みを継続実施。必要に応
じて充実・強化に取組む。

・北信協等外部研修へ積極的に職員を派遣。
・東信協「情報玉手箱」テキストの配布と理事長宛レポート提出を
義務付け、企業実態把握、目利き、企業支援ノウハウ等につい
て継続的に自己研鑽を推進（テキスト配布毎月、レポート提出年
２回）。
・融資担当役席者会議、融資部による臨店指導及び庫内セミ
ナーの実施により、企業実態把握力、ローンレビュー、目利き等
の向上に向けて指導・強化に取組みした。

・企業実態把握、目利き能力、企業支援ノウ
ハウ等中小企業支援能力の一層の向上が必
要と考えており、現状の取組みの継続実施な
ど、人材の育成に積極的に取組む考え。
・引き続き、融資能力・支援スキル向上等を目
指して、自主参加セミナー、自己研鑽等に取
組みしていく。

２．経営力の強化

（１）リスク管理態勢の充実

①リスク管理態勢の充実 ・リスク管理規程・要領・運営マニュアルに基づき管
理推進し、四半期毎にＡＬＭ委員会において進捗状
況を取りまとめ、常務会等にて課題等提起し、改善
に取組みしていく。リスク管理の一年間の進捗状況
及び課題について毎年度末に取りまとめ、次年度運
営マニュアルの策定・改善に活用していく。
・リスク管理の進捗状況と実効性について検査室・
監事会による検証を実施（年一回）、改善に取組み
していく。
・貸出金に係るポートフォリオ管理（集中リスク管理）
の四半期毎の実施により、リスク分散状況を把握分
析し、改善に取組みしていく。
・市場リスクは引き続きリスク量の把握（債券１００Ｂ
ＰＶ・株式等１０％）、リスクリミット管理の実施により
体力に見合ったリスクテイクを推進する。
・平成１９年３月末からのバーゼルⅡの導入に備え
研究・検討を進める。また、自己資本比率算出につ
いてより精緻化を図るため、検査室による検証を強
化する。

・常務会において、進捗状況の把握、課題等
の提起、改善に向けた検討の実施（四半期
毎）。
・貸出金に係るポートフォリオ管理の実施と改
善に向けた検討の実施（四半期毎）。
・市場リスク量の把握とリミット管理の実施（毎
日、毎月末時点は毎月の定例常務会へ報
告）。
・バーゼルⅡの研究・検討実施。
・検査室による自己資本比率算出の検証実
施（決算報告時）。
・リスク管理の年間取りまとめ（進捗状況・課
題等）及び次年度運営マニュアルの策定・改
善実施。
・検査室・監事会によるリスク管理の実効性
等の検証実施。

・左記取組みを継続実施。必要に応
じて各種リスク管理手法等の見直し
を行う。

・リスク管理の推進状況について担当部署が四半期毎、年度毎
に常務会へ付議し、課題等の確認、改善へ向けて検討を行い、
管理態勢の強化に取組みしている。
・貸出金に係るポートフォリオ管理を四半期毎に実施、集中リス
ク管理強化に取組みしている。
・監査部による自己資本比率算出の検証を実施。
・各種リスク量の把握とリミット管理を実施、体力に見合ったリス
クテイクに取組みしている。
・バーゼルⅡに適切に対応するため、「バーゼルⅡ委員会」を設
置（１８年８月）、推進態勢を構築した。
・監事監査（決算・仮決算時）において定期的にリスク管理進捗
状況を報告、実効性の確認を受けている。
・監査部、常勤監事によるリスク管理の進捗状況、実効性等につ
いての検証、ヒアリングを実施。
・リスク管理態勢の充実及び収益力の維持・向上の取組みの結
果、１９年３月末の新基準（バーゼルⅡ）による自己資本比率
は、１６．０５％程度と当初目標（１４％以上）を達成することがで
きた。

・バーゼルⅡで求められる統合的なリスク管
理態勢の構築と、改訂金融検査マニュアルへ
の適切な対応へ向けて、現状の管理手法の
継続実施と必要に応じて改善を加えるなど、
より一層の精緻化・高度化に取組みしていく。
また、規程・要領・マニュアル等の見直しに着
手していく。
・リスク管理の実効性向上として、内部監査態
勢の強化に鋭意取組みしていく。
・リスク管理の進捗状況・課題等について、毎
年度取りまとめし、次年度以降の態勢強化に
活用していく。
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具体的な取組み 進捗状況 進捗状況に対する分析・評価

１７年度 １８年度 （１７年４月～１９年３月）       及び今後の課題

項　　　　　目 スケジュール

②厳正な自己査定と適切な償却・引当の実施等 ・厳正な自己査定と適切な償却・引当の実施。
・企業実態把握向上による個別案件審査の強化及
び貸出金ポートフォリオ管理による集中リスク管理
（大口・債務者区分・業種別等）など信用リスク管理
の強化に取組む。
・担保評価精度向上のため、毎年度売買事例データ
蓄積・分析を実施、評価基準の見直しを行う。

・厳正な自己査定と適切な償却・引当の実
施。
・個別案件審査の強化。
・貸出金ポートフォリオ管理の実施（四半期
毎）。
・売買事例データ蓄積・分析と評価基準の見
直し（７～９月）。

・左記取組みを継続実施。 ・個別案件審査の強化及び貸出金ポートフォリオ管理を四半期
毎に実施、集中リスク管理の強化に取組みしている。
・担保評価精度向上の為、売買事例データ蓄積・分析と評価基
準の見直しを継続実施。
・１８年度に大口与信先倒産が発生したが、引き続き厳正な自己
査定と適切な償却・引当及び信用リスク管理の強化に努めた結
果、１９年３月末の不良債権比率（金融再生法ベース）は、２．９
６％程度と当初目標（３％以内）を達成、健全性を維持している。

・現状の信用リスク管理態勢の徹底と、必要
に応じ精緻化・高度化を図り、態勢強化に順
次取組みしていく。

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上

①収益管理態勢の整備 ・現状の月次決算分析、役務取引等収益項目別分
析等各種分析の推進・有効活用及び必要に応じて
改善・追加に取組む。
・収益力強化に対する意識強化を図るため業績評
価制度における収益ポイントを重視していく。
・個社別採算管理の定期的実施と有効活用を推進
する。
・新たに営業推進ポイント制（収益換算ポイント）を導
入し職員個々の収益意識と競争意識の強化を図る。
・各種ローン商品分析と営業地域別分析の導入を検
討していく。
・共同事務センター「信用リスク高度化」システムの
活用により、リスクに見合った貸出金利設定の導入
に取組みしていく。

・月次決算分析（毎月）、役務取引等項目別
分析（四半期）、預貸金平残管理（毎月）、業
績評価（毎月）他、現状の各種分析の実施。
・個社別採算管理の実施（７～８月）と有効活
用推進。
・営業推進ポイント制の導入と推進。
・各種ローン商品分析、営業地域別分析の導
入検討（下期）。
・「信用リスク高度化」システムの活用推進（下
期）。

・現状の各種分析の継続実施。
・必要に応じて現状の管理手法の改
善・追加に取組む。
・個社別採算管理の実施（７～８月）と
有効活用推進。
・営業推進ポイント制の推進。

・現状の月次決算分析等の継続実施及び必要に応じて内容充
実に着手、適切な収益管理態勢の構築に取組みしている。
・個社別採算管理を毎年度定期的に実施、有効活用を推進して
いる。
・１７年度に営業推進ポイント制を導入、職員個々の収益意識強
化に取組みしている（毎月実施）。
・１９年３月　信用コストに見合った貸出基準金利設定として、信
用リスク高度化システムを参考に、新しい基準金利の設定を行っ
た。
・各種ローン商品分析、営業地区別分析の継続実施。

・現状の収益管理手法の有効活用と必要に
応じ精緻化・高度化に取組みしていく。
・個社別採算管理のより一層の活用と手法の
見直し・高度化に取組みしていく。

②収益力の向上 ・スコアリング無担保ローン、保証協会提携ローン、
設備支援ローン等の推進により地元中小企業への
安定的かつ積極的な資金供給に取組む。
・住宅ローン、マイカーローン、カードローン等の推
進により個人向け資金の増強を図る。
・役務取引等収益の増強として、コストを勘案した手
数料体系の見直し、地公体等への要請、保険販売
業務の拡大等に取組む。
・有価証券等資金運用収益の確保として、運用の効
率化、リスク分散投資、体力に見合ったリスクテイク
の徹底に取組む。

・スコアリング無担保ローン（士別しんきんビ
ジネスサポート２００５）の創設と推進。
・左記取組みの継続実施。

・スコアリング無担保ローンの見直し
と推進。
・左記取組みの継続実施。

・スコアリング無担保ローン｢ビジネスサポート｣を１７年４月に創
設､１９年３月末で２１．２百万円の実行。
・保証協会との提携ローン｢アタック３０｣「新生ほっかいどう資金」
「カードローン・ポプラ」など事業性資金の積極的推進に取組みし
たものの、１７～１８年度において、倒産・廃業による減少が１０
億円強、相殺等財務改善による減少が１０億円強と予想以上の
落ち込みがあったことから、１９年３月末の事業性資金残高は、１
９，４８１百万円と当初目標（２０，０００百万円）から５１８百万円
の未達となった。
・預り資産の増強として、個人向け国債、保険販売業務の積極
的推進に取組みした結果、１９年３月末の預り資産残高（国債・
個人年金保険）は、１９億８千万円と一定水準に達したと評価し
ている。また、１８年度では預り資産に係る手数料収入が３０百
万円に達し、収益効果が上がったと評価している。
・有価証券等資金運用収益は、体力に見合ったリスクテイクを行
いながらも、売却益の確保など効率的な運用に努めている。

・各種無担保ローンなど事業貸出金を積極的
に推進したが、地域経済の低迷から倒産・廃
業・財務改善等より事業性貸出金残高は伸び
悩む結果となった。但し、厳しい情勢下にあっ
て、計画開始時（１７年３月末）の残高は維持
しており、最大限に努力した結果と評価してい
る。
・今後も、事業性貸出金の増強、事業先・家計
取引の開拓・メイン化推進など、本業による収
益力の維持・向上を最重要課題と位置付け
し、鋭意取組みしていく。

（３）カバナンスの強化 ・半期開示の継続実施と、より一層の内容充実と分
り易さに取組みしていく。また、四半期毎の開示を検
討していく。
・ディスクロージャー誌等各種媒体による総代会機
能の情報開示の継続実施と、一般会員の意見吸収
策としての総代地区別協議会と当金庫に対するアン
ケート調査の活用について一層の充実に取組みし
ていく。
・信金中央金庫の決算分析、有価証券ポートフォリ
オ分析など経営モニタリング機能等を有効活用し、
経営改善に取組みしていく。
・中央青山監査法人による会計監査等の強化を図っ
ていく。
・引き続きリスク管理並びにコンプライアンス態勢の
整備・強化に向け、理事会、常務会、監事会等の機
能発揮に努める。

・ディスクロージャー誌、ホームページにより
総代会等に関する情報開示の実施、内容充
実に努める。
・総代地区別協議会による一般会員の意見
吸収実施。
・当金庫に対するアンケート調査の実施と結
果分析・改善の検討。
・アンケート調査の内容・拡充検討（下期）。
・信金中央金庫の決算分析、有価証券ポート
フォリオ分析に係る説明会の実施
・中央青山監査法人による会計監査の実施
（決算・仮決算）。
・常務会、理事会へのリスク管理、コンプライ
アンスの進捗状況報告並びに改善策等検討
実施。

・左記取組みの継続実施。 ・法令ディスクロージャー誌（７月）、ホームページ（８月）により総
代会等に関する情報開示を実施。
・半期開示を継続的に実施、順次、内容の充実に努めている。
・当金庫に対するアンケート調査を継続実施、必要に応じて経営
改善に取組みしている。
・信金中央金庫による経営効率分析説明会を実施、今後の経営
課題等について意見交換を行った。
・みすず監査法人による会計監査の実施により、適切な会計処
理を実施（決算・仮決算時）。
・リスク管理、コンプライアンスの進捗状況報告及び改善策等検
討を常務会・理事会へ付議、態勢強化に取組みしている（四半
期・月次）。

・左記取組みを継続して実施、必要に応じて
見直し等に着手していく。
・リスク管理・コンプライアンス態勢について、
より深度ある改善検討など、実効性の向上、
管理・検証態勢の強化に取組みしていく。

（４）法令遵守（コンプライアンス）態勢の強化 ・営業店に対するコンプライアンス態勢の強化とし
て、コンプライアンス委員会による諸会議、研修会、
勉強会の義務付け、文書等による周知指導の推進
により、不祥事件等の防止態勢の強化に取組む。ま
た、検査室の総合検査の強化並びに検査室の指導
による営業店長を主軸とした店舗検証態勢の強化
に取組む。
・コンプライアンスの推進状況・実効性検証について
検査室・監事会による監査機能を強化していく。
・個人情報保護法に適切に対応すべく、各管理規程
並びに管理手法の充実など着実な推進と厳正な管
理態勢の構築に取組みしていく。
・預金保険法に基づく名寄せデータ整備状況のより
一層の精度向上に取組む。
・口座不正利用防止、振込め詐欺の未然防止に向
けて営業店における防止態勢の強化、顧客への周
知ＰＲ強化に取組む。
・偽造カード不正利用防止対策として、顧客への周
知ＰＲ、セキュリティ強化等着実に推進する。

・コンプライアンス・プログラム（年次計画）の
策定と集合研修、諸会議による周知強化の実
施。
・検査室による検印席会議、集合研修、事務
取扱勉強会の実施（各年２回）。
・検査室・監事会によるコンプライアンス進捗
状況、実効性の検証実施。
・各法令等に対する適切な態勢構築（個人情
報保護法、預金保険法、口座不正利用防止、
振込め詐欺未然防止、偽造カード不正利用対
策）の推進。

・左記取組みの継続実施。 ・法令等の制定・改正に基づきコンプライアンスマニュアル、行動
綱領を改正し、全役職員へ配布するとともに、コンプライアンス・
プログラムも含め、営業店長会議、集合研修、店内勉強会及び
臨店指導などにより不祥事件等の防止態勢の周知・強化に取組
みした。
・コンプライアンス委員会は代表理事２名を含む組織へ改正を行
うなど態勢の強化に取組みした。また、不祥事件、事務不備等が
発生した場合の報告体制・再発防止策等についての態勢整備に
取組みした。
・金融コンプライアンスオフィサーの取得を推進し、役席者の取得
率は９７．５％となった。また、個人情報保護オフィサーの役席者
取得率は８２．５％となった（１９年３月末）。
・監査部による検印席会議、集合研修により牽制・検証機能の
向上に取組みした。また、総合検査、追跡検査の強化により内
部管理態勢の向上に取組みした。
・コンプライアンス委員会において、法令等に関するチェックを継
続して実施（員外貸出・地区外貸出の状況、理事の自己取引の
状況及び規程・要領等の制定・改訂等）。

・引き続き、役員、コンプライアンス委員会、担
当部署によるコンプライアンス態勢、相互牽
制体制の強化に努め、不祥事件等未然防止
に取組みしていく。
・今後も監査部・監事会による内部監査態勢
を強化し、より実効性のあるコンプライアンス
態勢構築に取組みしていく。
・各法令等の制定・改正等への適切な対応を
行うため、役員、コンプライアンス委員会を中
心とした、検討態勢の強化に順次取組みして
いく。

4 　　　　　　　　



　　　　　　　　
具体的な取組み 進捗状況 進捗状況に対する分析・評価

１７年度 １８年度 （１７年４月～１９年３月）       及び今後の課題

項　　　　　目 スケジュール

（４）法令遵守（コンプライアンス）態勢の強化 ・各法令等に対する適切かつ実効性のある態勢構築に取組みし
た（信用金庫法改正、会社法施行、取引等の適切性確保、顧客
への説明態勢、個人情報保護法、本人確認法、預金保険法、預
金者保護法、保険業法改正、口座不正利用防止、振込め詐欺
未然防止、公益通報者保護、反社会的勢力対応態勢等）。
・監事監査（決算・仮決算時）においてコンプライアンス推進状況
を報告、実効性の検証を受けている。また、監査部、常勤監事に
よる進捗状況、実効性等についての検証・ヒアリングを実施、コ
ンプライアンス態勢の強化を図っている。

（５）ＩＴの戦略的活用 ・Ｈ１７年度は、共同センターシステムに係るハード
面の更新等が予定されており、本部コミニュケーショ
ン・サーバの導入、営業店端末の更改を行う。これ
に伴い、本支店ネットワークの再構築、本支店パソコ
ンのセキュリティ強化も計画しており、効率化、安全
性の向上に取組みする。
・併わせて、印鑑照合システム、偽造カード対策、口
座不正利用防止等機能追加が予定されており、積
極活用へ向けて検討を進める。
・また、Ｈ１７年度は共同システムにおいて共同利用
型情報系システムの導入が予定されており、補完シ
ステムからの移行等検討を行っていく。
・インターネットバンキングは、積極的な普及推進に
取組みしていく。
・共同事務センター「信用リスク管理高度化」と信金
中央金庫「ＳＤＢ（信用金庫の信用リスクデータベー
ス）」の活用推進により、信用リスクデータの蓄積、リ
スクに見合った貸出金利基準の構築、中小企業へ
の経営相談機能、ポートフォリオ管理など信用リスク
管理の充実・強化に取組みしていく。

・本部コミニュケーション・サーバの導入、営業
店端末の更改実施（下期）。
・本支店ネットワークの再構築、本支店パソコ
ンのセキュリティ強化の実施（下期）。
・共同システム機能追加の活用（偽造カード対
策、口座不正利用防止対策～下期）。
・共同利用型情報系システムの導入と有効活
用検討（下期）。
・インターネットバンキングの積極普及推進。
・「信用リスク高度化」システム、「ＳＤＢ」の活
用推進（下期）。
・印鑑照合システムの導入計画策定（下期）。
・ＩＣカード、バイオ認証の導入検討。

・継続して共同システム機能追加の
有効活用を検討、推進する。
・共同利用型情報系システムへの移
行推進。
・インターネットバンキングの積極普
及推進。
・「信用リスク高度化」システム、「ＳＤ
Ｂ」の活用推進。
・印鑑照合システムの導入推進（計画
に基づく）。
・ＩＣ、バイオ認証導入の継続的な検
討。

・１７年度において、本部コミュニケーション・サーバ、営業店端末
の更改及び本部ネットワークの再構築を実施。本支店パソコンの
セキュリティ強化として本部セキュリティ・サーバを導入、顧客情
報流出防止強化に取組みした。
・１８年度においては、情報系クライアントサーバシステム（Ｆｕｓｉｏ
ｎＤＢ）・本支店ネットワークの更改を行った。また、ＡＴＭ新機種
入替・機能追加（クレジット返済機能）を行い、利便性向上に取組
みした。
・印鑑照合システムを１８年２月に稼動、印鑑登録を行い１８年１
０月末で本格運用とした。
・インターネットバンキングは全店をあげて積極的に推進中。
・共同システム機能追加として偽造カード対策・口座不正利用防
止対策に係る異常感知システムの運用を開始した。
・「信用リスク管理高度化」システム、「ＳＤＢ」の活用推進につい
て継続して検討を行っている。１９年３月に、経営相談・財務アド
バイス機能を追加、運用開始した。

・共同利用型情報系システムの機能活用につ
いて、今後も補完システムとの併用を含め検
討を進めていく。また、勘定系の補完システム
が更改期を迎えており、順次対応を検討して
いく。
・「信用リスク管理の高度化」システム及び「Ｓ
ＤＢ」の活用推進について、引き続き検討を進
めていく。
・ＡＴＭのＩＣカード・バイオ認証等について、継
続検討を行っていく。

（６）協同組織中央機関の機能強化 ・引き続き各種モニタリング機能について信金中央
金庫へ要請を行い、リスク管理の強化、収益力の向
上、有価証券の健全かつ効率的な運用等に活用し
ていく。
・信金中央金庫との連携をより一層強化し、必要に
応じてアドバイスや情報提供等支援を積極的に要請
していく。

・決算分析に係るアドバイスを受け、経営改善
に活用する。
・有価証券ポートフォリオ分析説明会の実施。
・必要に応じて、アドバイスや情報提供等支援
を要請していく。
・顧客組織活動「クローバー会」経営セミナー
に講師派遣依頼を行う。

・左記取組みを継続実施。 ・ 信金中央金庫北海道支店による当金庫の経営効率分析、有
価証券ポートフォリオ分析について説明会を実施、同金庫のアド
バイスに基づき今後の経営課題等を確認した。
・「クローバー会」経営セミナーに信金中央金庫総合研究所から
講師派遣を依頼、中小企業経営改善をテーマとした情報提供を
継続的に実施。
・・・１７年度「中小企業の新分野進出について」
・・・１８年度「中小企業経営への示唆」

・引き続き、同金庫による各種サポート機能を
要請、活用していく。

３．地域の利用者の利便性向上

（１）地域貢献等に関する情報開示 ・地域貢献ディスクロージャーの推進として、当金庫
と地域の特性を踏まえた、より分り易い内容へ充実
を図っていく。
・地域の利用者からの質問や相談等のうち頻度の高
いものについて、ホームページで回答事例を公表す
る仕組みを導入する。

・法令ディスクロージャー誌による開示（７月）
とホームページへの掲載（８月）。
・半期ディスクロージャー誌による開示（11月）
とホームページへの掲載（12月）。
・ホームページによる利用者からの質問等に
対する回答事例の公表実施（下期）。
・地域貢献等に関する情報開示について内容
充実を検討していく。

・左記取組みを継続実施。 ・法令ディスクロージャー誌（７月）、半期ディスクロージャー誌（１
１月）及びホームページにより地域貢献等に関する情報開示を
実施、積極的な開示に努めている。内容は、地域の中小企業へ
の資金供給・経営支援を中心に、当金庫の社会的役割、地域の
特性を踏まえた、より分り易い内容への見直しに努めている。
・１８年６月に、アンケート調査等による利用者からの質問等に対
する回答事例、経営改善の取組み状況等についてホームページ
で公表を行った。

・アンケート調査は定期的に実施し、利用者の
意見・要望等を吸収していく。また、分析結果
は経営改善に活用し、ホームページによる積
極的な開示に努めていく。
・各ディスクロージャー誌等について、利用者
がより分り易い内容へ順次見直しに努めてい
く。

（２）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 ・「当金庫に対するアンケート調査」の定期的・継続
的実施と、結果分析を行うことにより、経営改善に取
組みしていく。
・アンケート調査結果については、諸会議、文書等に
より営業店へ周知・指導を行う。
・調査対象に一般個人を含めるなど、営業店窓口・
渉外等を活用したアンケート調査の導入を検討して
いく。
・アンケート調査内容の充実に取組む。
・アンケートに基づく改善結果について、ホームペー
ジにて公表を検討する。

・「当金庫に対するアンケート調査」の実施と
集計・分析及び改善検討の実施（７月・１月）。
・アンケート調査結果に基づく営業店への周
知・指導の実施。
・アンケート調査対象の拡大検討。
・アンケート調査内容の見直し実施。

・左記取組みを継続実施。
・アンケ－トに基づく改善結果につい
て、ホ－ムペ－ジにて公表を検討す
る（６月末）。

・「当金庫に対するアンケート調査」を継続実施（事業者向け７
月・１月）、また一般個人向けアンケートを１８年１月に実施し、内
容を集約・分析し、経営改善へ向けた取組みに活用している。
・アンケート調査結果は、諸会議・文書等により営業店へフィード
バックし、周知・改善に継続して取組んでいる。
・１８年７～９月　アンケート調査結果に基づき「お客様満足度向
上（ＣＳ）集中改善キャンペーン」を実施、全店より実施計画書の
提出を受け、窓口・渉外等の顧客応対など、より一層の改善・向
上に取組みした。

・事業者向け（７月・１月）、個人向け（１月）の
定期的なアンケート調査の実施により、利用
者の意見・要望等を吸収し、経営改善に活用
するなど、利用者の満足度向上に鋭意取組
みしていく。

（３）地域再生推進のための各種施策と連携等 ・地方公共団体、地元商工会議所・商工会等との定
期的な情報交換により、創業・新事業、設備投資情
報等について連携を図りながら、地元中小企業の資
金ニーズに積極的に対応していく。また、地域再生
事業等について情報収集を行い、当金庫として連
携・協力できるものについて検討し、取組みを進め
ていく。
・地方公共団体による各種制度融資、当金庫におけ
る各種事業用ローン、政府系金融機関との協調融
資の活用など地元中小企業の資金ニーズにマッチし
た資金供給に取組みしていく。

・地元商工会議所・商工会との定期的な情報
交換会の実施（士別地区店舗）。
・地方公共団体との情報交換等要請を行う
（士別地区店舗）。
・地域再生事業等に係る情報収集と連携・協
力の検討。

・左記取組みを継続実施。 ・ Ｈ１７年９月１５日　旭川商工会議所メンバーズローン、１１月２
８日　士別商工会議所メンバーズローンを取扱開始。
・ Ｈ１７年１１月４日　士別市融資制度として士別市緊急経営安
定資金融資を創設。
・地元商工会議所・商工会との２ヵ月毎の情報交換会の実施、地
方公共団体との制度融資会議への参加などにより、１７～１８年
度の地元一市二町の制度融資実績は１１２件　４１７百万円と一
定の成果を上げることができた。

・各種事業用ローン、保証協会提携ローン、
制度融資等の活用により、地元中小企業に
対する積極的な資金対応に取組みしていく。
・地元商工会議所・商工会及び地方公共団
体・政府系金融機関との情報交換・連携をよ
り強化していく。
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